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第１  制度の概要                              

産業廃棄物を排出し，産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付した事業者（以 

 下「排出事業者」という。）は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」 

 という）第 12 条の３第７項」に基づき，毎年６月 30 日までに，その年の３月 31 日以 

 前の１年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し，「産業廃棄物 

 管理票交付等状況報告書（様式第３号）」（以下「報告書」という。）を作成し，鹿児 

 島県知事に提出する必要があります。 

 

   なお，電子マニフェストを利用する排出事業者にあっては，情報処理センターか 

 ら鹿児島県知事に報告を行うため，報告書を提出する必要はありません。 

  （ただし，紙マニフェストと電子マニフェストを併用している排出事業者に関し 

 ては，紙マニフェスト分について報告書を作成し，提出する必要があります。） 

 

第２  対象者                              

 

  鹿児島県内において，産業廃棄物を排出し，マニフェストを交付した事業者 

 

    【注意】 

     ①事業者である法人の所在地が鹿児島県外であっても，マニフェストの交付場 

     所が鹿児島県内であれば，鹿児島県庁に報告書を提出してください。 

   ②マニフェストの交付場所が鹿児島市内である場合は，鹿児島市役所に報告書 

    を提出してください。 

      ・鹿児島市廃棄物指導課 ＴＥＬ：０９９－２１６－１２８９ 

   ③中間処理業者が交付したいわゆる「２次マニフェスト」についても，中間 

    処理業者が排出事業者として報告してください。 

 

   《具体例》 

   ①本社は東京にあるが，鹿児島県内（鹿児島市以外の市町村内）で工事を請け 

     負い，そこで発生した産業廃棄物について，マニフェストを交付した場合。 

    →排出場所が鹿児島県内（鹿児島市以外の市町村）なので，鹿児島県に報告。 

 

   ②鹿児島市内の事業場から排出された産業廃棄物について，鹿児島市以外の市 

    町村に運搬・処分するため，マニフェストを交付した場合。 

    →排出場所が鹿児島市内なので，鹿児島市に報告。 

 

   ③排出場所は鹿児島市内であるが，中間処理施設が鹿児島県内（鹿児島市以外） 

    にあり，中間処理後，県外の最終処分場までのマニフェスト（２次マニフェ 

    スト）を交付した場合。 

    →２次マニフェストについては，中間処理業者が鹿児島県に報告 

    （１次マニフェストについては，排出事業者が鹿児島市に報告） 
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第３  報告対象                             

  ・ 前年度（４月１日～翌年３月 31 日）に交付したマニフェストの交付等の状況 

  ・ 鹿児島県内に事業場が複数存在する場合は，存在する事業場ごとに報告書を 

   作成し，提出してください。 

    ※ただし，設置が短期間であり，又は所在地が一定しない事業場が２箇所以 

    上ある場合は，これらを１事業場として，まとめて提出してください。 

    （記載例の具体例１参照） 

    ・ 鹿児島市内で交付したマニフェストと，鹿児島市以外で交付したマニフェス 

   トの両方がある場合は，それぞれ分けて集計し，前者は鹿児島市役所，後者は 

   鹿児島県庁に提出してください。 

 

 

第４  提出期間                              

     

  ・マニフェストを交付した年度の翌年度の６月 30 日まで 
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第５ 提出方法及び提出先                        

  報告書の様式は，省令で定められています。報告書の作成にあたっては，本手引 

 き記載例の具体例１及び２（６ページ）に従ってください。 

  提出方法は，(1) 電子申請による提出（推奨），(2) 郵送又は持参による提出のいず

れかを選択してください。電子メール又はＦＡＸによる提出は，受け付けておりません。 

   

  (1) 電子申請による提出（推奨） 

       鹿児島市内で交付した管理票 

       鹿児島市廃棄物指導課のホームページをご確認ください。 

       鹿児島市 > ホーム > 暮らし > ごみ > 事業者ごみ > 産業廃棄物 > 報告 書，届出書 

        

             鹿児島市以外の鹿児島県内で交付した管理票 

            鹿児島県電子申請システムからご提出ください。 

        電子申請のサイト（外部サイトへリンク） 

       電子申請の利用方法は次の提出の手引きをご覧ください。 

        電子申請の手引き.pdf 

 

  (2)  郵送又は持参による提出 

      正本１部を次の宛先まで提出してください。 

       鹿児島市内で交付した管理票 

        〒892-8677 鹿児島市山下町１１番１号 

         鹿児島市役所 廃棄物指導課 あて 

       鹿児島市以外の鹿児島県内で交付した管理票 

         〒890-8577 鹿児島市鴨池新町１０番１号 

         鹿児島県庁 廃棄物・リサイクル対策課 

                産業廃棄物係マニフェスト担当 あて 

         ※お手数ですが，封筒に「マニフェスト報告書在中」とご記入ください。 
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   【留意事項】 

       １．押印は不要です。 

    ２．交付したマニフェストの写しを添付する必要はありません。 

    ３．平成 12 年以前に実施されていた旧制度の産業廃棄物管理票に関する報告 

     に係る様式は使用しないでください。 

    ４．令和７年４月から報告書の控えに受付印の押なつを行いません。 

      報告書の控えへ受付印の押なつは行いませんが，必要に応じて，ご自身で控 

  えの作成及び保有，提出年月日の記録・管理をお願いいたします。 

          なお，令和７年度に限り，郵送により報告書を提出する際に，副本及び切手 

      を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対して，副本に受付印を押なつし 

      て返送いたします。 

       ５．鹿児島県の各出先機関（保健所等）では，受付を行っておりません。 

      直接，県庁廃棄物・リサイクル対策課に提出ください。 
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第６  報告書様式                            
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第７  記載例                             

具体例１ （中間処理及び最終処分場に直行する場合） 

 

具体例２（積替保管を経由（区間委託）する場合） 
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第８ 参考資料                            
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〈換算係数〉 
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〈Ｑ＆Ａ〉                           

 【報告書の提出者・報告対象】 

１．前年度，マニフェストを交付した実績はないが，「実績なし」で報告しなけ 

ればならないか？ 

 

    Ａ．報告する必要はありません。 

 

２．中間処理業者（鹿児島県内）が排出事業者となり，最終処分を他県の処分業 

者に委託している場合，鹿児島県と他県に報告する必要があるか？ 

 

    Ａ．報告書は，「産業廃棄物を排出する事業場ごとに提出する」となっており， 

   鹿児島県への報告は必要ですが，他県への提出は必要ありません。 

 

３．自社の産業廃棄物を自社のトラックで処分業者まで運搬した。この場合も， 

報告書の提出がいるのか。 

 

    Ａ．自社運搬であっても，他の処分業者に対して処分の委託を行った場合は，処 

   分業者にマニフェストを交付することになるため，報告書の提出が必要となり 

   ます。（自社運搬の場合の記載方法については，記載例をご参照下さい。）  

    なお，自社廃棄物について，収集運搬から最終処分まで自社で行った場合は， 

   マニフェストの交付は不要であり，報告の必要はありません。 

 

４．各農家の農業用廃プラスチック類等を農業協同組合（もしくは農業用廃プラ 

スチック類の適正な処理の確保を目的とした協議会）の集荷場所に集め，農業 協

同組合（もしくは協議会）がマニフェストを交付している場合，報告者は誰 に

なるのか？ 

 

  Ａ．報告者は，マニフェスト交付者である農業協同組合（もしくは協議会）とな 

      ります。 

    《参考》 

        平成 23 年３月 17 日付環廃産発第 110317001 号 

           「産業廃棄物管理票の運用について」 

 

５．報告書を提出しなければならない事を知らなかった。排出事業者に対して， 

毎年，通知等を出してもらえないのか？ 

 

  Ａ．当課において，産業廃棄物の排出事業者は把握できません。従って，排出事 

   業者に対して通知を行う事はできません。 

    なお，今後も，広報誌への掲載，各団体への通知，各講習会等を通じ，報告  

   書の提出について周知徹底を図っていきます。 
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 【様式について】 

１．報告数が多く，入力欄が足りない場合はどうすればよいか？ 

 

  Ａ．適宜コピーして使用してください。 

 

２．報告書にマニフェストの写しの添付は必要か？ 

 

  Ａ．必要ありません。 

 

 【報告方法】 

１．郵送で提出する場合は提出部数は何部か？ 

 

  Ａ．電子申請での提出を推奨しておりますが，郵送で提出する場合は正本１部です。 

        

２．県内各地で工事を行っているが，その場合，現場ごとに報告書を作成しな け

ればならないのか？ 

 

  Ａ．原則，事業場（現場）ごとの作成になります。 

    ただし，短期間の現場が複数ある場合には，まとめて１事業場として報告 

   してください。（その場合の報告書の記載方法は，記載例をご参照下さい。） 

 

 【記載方法】 

１．「業種」の欄は，どのように書けばいいのか？ 

 

     Ａ．日本標準産業分類の中分類（７～９ページ参照・左横に数字を記入してい 

    る業種）の中から，該当する業種を記入してください。 

 

２．交付したマニフェストは，数量を「㎥（立方メートル）」や「ℓ （リット

ル）」 で記載しているが，排出量欄にそのまま転記していいのか？ 

 

     Ａ．排出量は「ｔ（トン）」で記載してください。 

     「㎥（立方メートル）」や「ℓ （リットル）」を「ｔ（トン）」に換算する場 

    合は，「換算係数表（８ページ参照）」を参考にしてください。 

     （具体例） 「廃油１リットル」を処理委託した場合 

       １リットル ＝ 0.001 ㎥   

            0.001 ㎥ × 0.9（換算係数） ＝  0.0009ｔ 

 

 

３．廃蛍光管を排出したため，マニフェストの数量は，「本」で記入している 

が，排出量欄はどのように記載すればいいのか？ 
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    Ａ．概数で構いませんので，「ｔ（トン）」に換算して記入してください。 

 

４．排出量が「10kg」，「500g」のものもあるが，排出量欄は「t（トン）」で

記 載しなければならないか？ 

 

    Ａ．「g（グラム）」，「kg（キログラム）」も「t（トン）」に換算してください。 

        なお，毎年，数量の記載ミス（例：実際には「1.562ｔ(1,562kg)」である 

      のに，「．」と「，（コンマ）」を間違え，「1,562t(1,562,000kg)」と記入）が 

   見受けられますので，排出量欄を記入する際は，ご注意ください。 

 

５．がれき類と石綿含有のがれき類，それぞれのマニフェストを交付した場合 

の報告書の書き方が分からないのだが？ 

 

    Ａ．報告書内の「種類」欄の行をそれぞれ分けて記入してください。詳細は， 

   記載例（具体例１）をご参照ください。 

    また，「廃油」と「引火性廃油（特別管理産業廃棄物）」等の場合も行を分 

   けて記載してください。 

 

６．「運搬先の住所」・「処分先の住所」は，それぞれ，収集運搬業者・処分

業 者の所在地（住所）を書けばいいのか？ 

 

  Ａ．「運搬先の住所」は，産業廃棄物の運搬先（産業廃棄物を下ろした場所， 

   マニフェスト内の「運搬先の事業場」）の住所を記入してください。「処分 

   先の住所」は「運搬先の住所」と同じであれば，記入の必要はありません。 

 

７．１枚のマニフェストに複数の産業廃棄物の種類を記載している場合，枚数 

の欄は，どのように記載すればいいか？ 

  

    Ａ．マニフェストは，産業廃棄物の種類ごとに交付することが原則ですので， 

   排出段階で分別が可能な場合は，分別した上で，マニフェストを種類ごとに 

   交付するようお願いいたします。 

    ただし，シュレッダーダストのように，発生段階から一体不可分の状態で 

   ある場合に，１種類の産業廃棄物としてまとめてマニフェストを交付するこ 

   とができます。 

        《参考》 

        平成 23 年３月 17 日付環廃産発第 110317001 号 

           「産業廃棄物管理票の運用について」 
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８．一体不可分である産業廃棄物に関して，「種類」欄をどのように記載すれ 

ばよいか？ 

 

    Ａ．一体不可分である産業廃棄物の種類に関しては，「換算係数表（８ページ）」 

   の「産業廃棄物の種類」及び「特別管理産業廃棄物の種類」の中から記入し 

   てください。 

    また，下記の例以外で判断に迷う場合には，県庁廃棄物・リサイクル対策 

   課へご連絡下さい。 

   (具体例) 

    ①「シュレッダーダスト」 → 「シュレッダーダスト」 

    ②建設系廃棄物マニフェストにおいて，「混合（安定型のみ）」，「混合 

     （管理型のみ）」にチェックしている場合 

                 → 「建設混合廃棄物」 

    ③「廃石膏ボード」（解体時に排出されたもの） 

                    → 「建設混合廃棄物」 

        ④「混合廃棄物」     →  1.建設系であれば「建設混合廃棄物」 

                                     2.建設系以外のもので，安定型５品目の 

                     みであれば「安定型混合廃棄物」 

                                      3.それ以外は，「管理型混合廃棄物」 

 

９．水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含むものはどのよう 

 に記載したらよいか？ 

 

   Ａ. 記載例をご参照ください。 

 

10．積替保管場所を経由した場合の記載方法が分からないんだが？ 

 

     Ａ．記載例（具体例２）をご参照ください。 

 

11．収集運搬業者の許可番号が複数あるようだが，どれを記載すればいいの

か？ 

 

     Ａ．許可番号の下６桁が，全国共通の番号になりますので，下６桁の記載を 

    お願いします。 

 

第９ 問い合わせ・提出先                        

    〒８９０－８５７７ 

     鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０番１号 

     鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課 産業廃棄物係 

     ＴＥＬ  ０９９－２８６－２５９６，３８１０ 

     ＭＡＩＬ  emsangyo@pref.kagoshima.lg.jp 
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